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交
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の
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如
」

１
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ら
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に
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死
亡
事
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21年 22年 23年 24年 25年 26年

1 月 0 0 3 0 0 0

2 月 0 0 0 0 0 2

3 月 0 0 0 0 0 0

4 月 0 0 0 0 0 1

5 月 1 0 0 0 0 0

6 月 1 2 0 2 2 0

7 月 0 1 0 0 0 3

1～7月計 2 3 3 2 2 6

8 月 1 0 0 0 1

9 月 0 1 0 0 0

10 月 1 0 0 1 1

11 月 3 0 0 1 0

12 月 1 1 0 1 3

1～12月合計 8 5 3 5 7 6

市内の交通死亡事故の状況
( 平成 26 年 7月末現在 )市

民
一
丸
と
な
っ
て
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通
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事
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ロ
へ

ローガンを念頭に、家庭内から始まる交通安全を推進

しています。「いってらっしゃい。気をつけてね」と

いうちょっとした一言や家庭内のコミュニケーション

の積み重ねが、心を穏やかにし、交通事故の抑止にも

つながっていくと思います。忙しい毎日だからこそ、

ドライバーの皆さんには、心に余裕をもって、思いや

りのある運転を心掛けてほしいですね。

　私たち交通安全母の会で

は、大崎（古川地域）から

全国に広まった「交通安全

は茶の間から」というス

大崎市交通安全母の会

連合会会長 

永
え い つ か

塚 正
ま さ こ

子さん

違反種別 点数

酒酔い運転 35点

酒気帯び運転

呼気1中の
アルコール濃度

0.25 以上　 25点

0.25 未満
(0.15 以上 )

13 点

関係者別 違反種別 罰則内容

運転者
酒酔い運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

車両提供者
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類提供者
車両同乗者

運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

飲酒運転には、「運転者」にも「周囲の人」にも厳しい罰則が設けられています

周囲にも甚大な影響をもたらす飲

酒運転は、絶対に許されません ! !

▲目を覆いたくなる凄惨な事故現場。当事者にならないためにできることは・・・

　（写真提供：古川警察署）

▲目を覆いたくなる凄惨な事故現場。当事者にならないためにできることは・・・

　（写真提供：古川警察署）

8 月 12 日に行われた、古川

地区交通安全協会女性部に

よる帰省客への交通事故防

止キャンペーン事業の様子

せいさん


